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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年１１月１４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１７日 ０６時００分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市金
かな

重
しげ

島西岸 

 佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位２０９°９００

ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０９.６′ 東経１２９°３８.３′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ７７漁
りょう

盛
せい

、１９トン 

 ＮＳ２－２３４４５（漁船登録番号）、有限会社浜正水産 

 ２９.７０ｍ×４.７７ｍ×１.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７５９kＷ、平成２４年８月１日 

 第２９２－５０１３９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年３月２２日 

  免許証交付日 平成２５年３月２５日 

         （平成３０年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼、プロペラ軸及び舵軸に曲損、船首船底外板及びシューピ

ースに亀裂及び凹損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２５年８月１７日００時

ごろ長崎県小値賀
お ぢ か

町小値賀島西方約４５海里の漁場を発進し、船長が

船橋当直を行い、甲板員が操舵室後部のベッドで休憩をとり、水揚げ

のため、自動操舵として約１２ノットの対地速力で佐世保市相浦
あいのうら

港

へ向かった。 

 船長は、海上が穏やかで視界も良く、長崎県新上五島町北方の津
つ

和崎
わ ざ き

瀬戸を通過してから、前路に他船を認めず、また、相浦港手前ま

でがほぼ直線の針路となっており、機関操作や操舵を行う状況にな

く、単調な操船が続いていた。 

 船長は、操舵室の右舷側で背もたれ付きの椅子に腰を掛けて船橋当
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直に当たり、０４時５０分ごろ長崎県平戸市所在の尾
お

上
がみ

島灯台南方沖

を東進中、眠気を感じるようになった。 

 船長は、これまで１人で船橋当直を行っているときに居眠りした経

験がなかったので、相浦港まで眠気を我慢できるものと思い、椅子に

腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、平戸市平戸島志々伎
し じ き

埼南方

沖を東進中、いつの間にか居眠りに陥った。 

 本船は、変針予定場所を通過して金重島西岸に向けて航行し、０６

時００分ごろ同島西岸の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、船舶所有会社に事故の報告を行っ

た。 

 本船は、１６時４０分ごろ自然離礁し、僚船にえい
．．

航されて佐世保

市神崎
こうざき

漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 本船は、８月１３日～１５日がお盆休みであり、本事故前日の８月

１６日０９時ごろまき網船団の僚船と共に神崎漁港を出港して１５時

ごろ小値賀島西方沖の漁場に到着し、２０時ごろから操業を開始し

た。 

 船長は、お盆休みの間は１日に約９時間の睡眠をとっており、本事

故前日、漁場に着いた後、１５時ごろから１９時ごろまで操舵室後部

のベッドで睡眠をとり、睡眠不足や疲労が蓄積した状態ではなく、飲

酒もしていなかった。 

 船長は、ふだん、本船に甲板員として乗り組んでいたが、本事故当

時、本来の船長が休暇をとっていたので、代理の船長として乗り組ん

でおり、代理の船長として乗り組むのは２回目であった。 

 本来の船長は、８月１７日の早朝、相浦港で本船に乗船する予定で

あった。 

 本船は、ふだん、小型船舶操縦士免許を有する乗組員が２人及び同

免許を有しない乗組員が１人の計３人が乗り組んでおり、航海時間が

長い場合には、免許を有する乗組員２人が約３～４時間交替で船橋当

直に当たっていた。 

 船長は、ふだん、船橋当直中に眠気を感じたときには、水を飲んだ

り、立って操船に当たったりして眠気を覚ますようにしていた。 

 本船の喫水は、船首約１.１ｍ、船尾約２.５ｍであった。 

 船長は、本事故当時、操舵室の小窓を開けた状態でエアコンの冷房

運転をしていた。 

 本船には、船橋航海当直警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、志々伎埼南方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の

船長が居眠りに陥ったことから、変針予定場所を通過して金重島西岸

に向けて航行し、同島西岸の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたこと、及び海上が

穏やかで視界も良く、前路に他船を認めず、単調な操船が続いていた

ことから、眠気を感じるようになって航行していたところ、居眠りに

陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、志々伎埼南方沖を自動操舵で東進中、単独で船

橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して金重

島西岸に向けて航行し、同島西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、椅子から離れて体を動かした

り、ガムをかんだりして眠気を払うこと。また、眠気を払うこと

ができないときは、休憩中の乗組員を起こして２人当直とする

か、船橋当直を交代すること。 

・船橋航海当直警報装置を設置することが望ましい。 

 


